
項目 災害情報の収集・連絡 警報 避難誘導・避難収容

12 「災害情報の収集・連絡」に係る法律
「災害情報の収集・連絡」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第51条　情報の収集及び伝達等

11 「警報等の伝達」に係る法律
「警報等の伝達」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等
　　→ 第55条　都道府県知事の通知等
　　→ 第56条　市長村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等
　・気象業務法
　　→ 第13条　予報及び警報
　　→ 第13条の2　　気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の
利用に適合する警報
　　→ 第14条　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に
適合する予報及び警報
　　→ 第14条の2　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利
用に適合する予報及び警報
　　→ 第15条　警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、
都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日
本放送協会の機関に通知
　　→ 第15条の2　特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保
安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
又は日本放送協会の機関に通知
　・水防法
   → 第11条　都道府県知事が行う洪水予報
　 → 第12条　水位の通報及び公表
　 → 第16条　水防警報
　 → 第25条　決壊の通報

11 「住民等の避難誘導」に係る法律
「住民等の避難誘導」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　→ 第50条　災害応急対策及びその実施責任
　→ 第56条　市町村長の警報の伝達及び警告
　→ 第60条　市町村長の避難の指示等
　→ 第61条　警察官等の避難の指示
　→ 第61条の2　指定行政機関の長等による助言
　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優先利用等
　→ 第62条　市町村長の応急措置
　→ 第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　→第86条の14　被災者の運送
　・水防法
　　→ 第15条　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び
浸水の防止のための措置
　　→ 第15条の3　要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための
措置に関する計画の作成等
　　→ 第29条　立退きの指示

12 「通信手段の確保」に係る法律
「通信手段の確保」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　　→ 第8条　施策における防災上の配慮等
　　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等
　　　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優先利用等
　　　→ 第79条　通信設備の優先使用権

16 「避難収容の実施」に係る法律
「避難収容の実施」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→第40条　都道府県地域防災計画
　　→第42条　市町村地域防災計画
　　→第49条の4　指定緊急避難場所の指定
　　→第49条の5　指定緊急避難場所に関する届出
　　→第49条の6　指定の取消し
　　→第49条の7　指定避難所の指定
　　→第49条の8　指定緊急避難場所と指定避難所との関係
　　→第49条の9　居住者等に対する周知のための措置
　　→第49条の10　避難行動要支援者名簿の作成
　　→第49条の11　名簿情報の利用及び提供
　　→第49条の12　名簿情報を提供する場合における配慮
　　→第49条の13　秘密保持義務
　　→第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　　→86条の6　避難所における生活環境の整備等
　　→86条の7　避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮
　　→86条の8　広域一時滞在の協議等
　　→86条の9　都道府県外広域一時滞在の協議等
　　→86条の10　都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行
　　→86条の11　都道府県外広域一時滞在の協議等の特例
　　→86条の12　都道府県知事及び内閣総理大臣による助言
　　→86条の13　内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行
　　→86条の14　被災者の運送
　　→86条の15　安否情報の提供等

10 (備え)「災害発生直前対策」の基本事項、仕組み、留意事項
「災害発生直前対策への備え」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・警報等の伝達体制整備に係る対策、事例
　・住民等の避難誘導体制に係る対策、事例
　・災害未然防止活動に係る対策、事例
　・予防対策実施上の留意事項
　・タイムライン（防災行動計画）
　・課題と対策の方向
＜地震災害＞
　・迅速な緊急地震速報の伝達のための体制及び通信施設・設備の充実
＜津波災害＞
　・地域の特性等を踏まえた，津波警報等の内容に応じた避難指示等の
具体的な発令基準の設定
　・市町村による発令基準の策定や見直しの支援
　・津波警報等が確実に伝わるための伝達手段の多重化，多様化
　・津波警報，避難勧告等を住民に周知し，迅速・的確な避難行動に結び
つけるための，伝達内容等の検討
　・強い揺れを伴わないいわゆる津波地震や遠地地震に関する，津波警
報等や避難指示等の発表・発令・伝達体制の整備
　・具体的かつ実践的な津波避難計画の策定
　・ハザードマップの整備，防災教育，防災訓練の充実，指定緊急避難場
所（津波避難ビル等を含む。）や避難路・避難階段の整備・確保等のまち
づくりと一体となった地域防災力の向上
　・防災対応や避難誘導・支援にあたる者の危険を回避のための行動
ルールや退避の判断基準の設定，住民等への周知，行動ルールの見直
し
　・避難誘導・支援者等が津波警報等を確実に入手するための通信

11 警報避難対策

「警報等の伝達」の基本事項、仕組み、留意事項
「警報等の伝達」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・警報等の種類、内容、入手方法
　・警報伝達の手順、活動内容
　・避難準備情報の概要
　・火山情報

　・誤報対応
　・情報伝達上の留意事項
　・事前の準備事項
＜地震災害＞
　・地震情報等の連絡
＜津波災害＞
　・津波警報等の伝達
＜風水害＞
　・風水害に関する警報等の伝達
＜火山災害＞
　・火山活動に関する情報の収集
　・噴火警報等の伝達
＜雪害＞
　・雪害に関する警報等の伝達

11 住民等の避難行動

「住民等の避難誘導」の基本事項、仕組み、留意事項
「住民等の避難誘導」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・住民等の避難誘導の種類、内容
　・避難勧告等の発令および解除の方法
　・警戒区域の設定および解除の方法
　・避難場所及び避難所の開設方法
　・屋内での退避等の安全確保措置の実施方法
　・住民の避難誘導方法
　・住民等の避難誘導上の留意事項
　・事前の準備事項
　・避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン

　
＜津波災害＞
　・水門・陸閘の閉鎖や避難行動要支援者の避難支援等の緊急対策の実
施
＜風水害＞
　・防災気象情報等の把握、浸水区域や土砂災害危険箇所等の警戒活
動
　・避難のための準備情報の提供や勧告・指示、避難誘導
　・災害が発生するおそれがある場合の，必要に応じた，指定緊急避難場
所及び指定避難所の開設
　・やむを得ない場合の，屋内での待避等の安全確保措置の指示
＜火山災害＞
　・避難勧告等の発令，住民の避難誘導，警戒区域の設定

手段及び受傷事故を防止するための装備の充実
　・要配慮者等が津波からの避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐた
めの，各専門分野が連携した支援方策の検討

＜雪害＞
　・事前避難
　・積雪、融雪等の状況を勘案した適切な避難誘導

　

　
　

　
　
　
　

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
　
　
　
　 　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

活動の
前提

「構造化表」 と 「標準テキスト」 の関係

構造化表 標準テキスト

• 「構造化表」は、コース別に、防災スペシャリストが身につけ
るべき能力（学ぶべき内容）の全体像を整理したもの。

• 防災基本計画等から作成する。

• 防災スペシャリストが身につけるべき能力（学ぶべき内容）を具
体的に示したもの。

• 「構造化表」に記載されている学習項目の内容を具体化する。

資料２-３

11 警報避難対策

「警報等の伝達」の基本事項、仕組み、留意事項
「警報等の伝達」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・警報等の種類、内容、入手・伝達手段
　・警報伝達の手順、活動内容
　・避難準備情報の概要
　・火山情報

　・誤報対応
　・情報伝達上の留意事項
　・事前の準備事項
＜地震災害＞
　・地震情報等の連絡
＜津波災害＞
　・津波警報等の伝達
＜風水害＞
　・風水害に関する警報等の伝達
＜火山災害＞
　・火山活動に関する情報の収集
　・噴火警報等の伝達
＜雪害＞
　・雪害に関する警報等の伝達

11 「警報等の伝達」に係る法律
「警報等の伝達」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等
　　→ 第55条　都道府県知事の通知等
　　→ 第56条　市長村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等
　・気象業務法
　　→ 第13条　予報及び警報
　　→ 第13条の2　　気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の
利用に適合する警報
　　→ 第14条　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に
適合する予報及び警報
　　→ 第14条の2　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利
用に適合する予報及び警報
　　→ 第15条　警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、
都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日
本放送協会の機関に通知
　　→ 第15条の2　特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保
安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社
又は日本放送協会の機関に通知
　・水防法
   → 第11条　都道府県知事が行う洪水予報
　 → 第12条　水位の通報及び公表
　 → 第16条　水防警報
　 → 第25条　決壊の通報
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